
議員提出議案第４１号

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正

を求める意見書

秩父市議会会議規則第１４条の規定により、次のように提出します。

令和３年１２月１５日

提出者 秩父市議会議員 赤 岩 秀 文

賛成者 秩父市議会議員 小 櫃 市 郎

同 新 井 重一郎

同 出 浦 章 恵

同 大久保 進

同 清 野 和 彦

秩父市議会議長 髙 野 宏 様



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を

求める意見書

障害者虐待防止法が施行され、約 10 年が経過している。

近年とくにコロナ禍の中、医療機関で障害者が虐待される事案が散見されている。

現行の障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、虐待発見時の

市町村等の行政機関への通報義務は、障害者福祉施設の従業員等には課されているものの、

医療関係における障害者虐待は通報義務対象外になっている。

身体的、精神的に弱い立場の障害者が、助けてもらえると思って訪れた医療機関で肉体的、

精神的虐待にあった場合、閉鎖的な環境である医療機関では声を上げられず、家族も気づき

にくいため、多くは事件化されずに泣き寝入りをせざるを得ない状況にある。

また、ある医療機関内では、劣悪な環境下で閉鎖病棟に入院を強いられ、看護におけるネ

グレクトから新型コロナ感染症のクラスターが発生した事例もある。

障害者や患者という弱い立場の人への虐待、人権侵害は断じて許してはならず、本当の意

味での障害者差別や人権侵害を根絶するためには、虐待防止のさらなる推進、虐待の早期発

見、被虐待者の救済、自立支援を速やかに行える体制の強化を確立する必要がある。

よって、本議会は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を改

正し、下記の内容を実現するよう強く要望する。

記

１ 虐待発見時の市町村の通報義務対象に、医療機関における障害者虐待を加えること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和３年１２月１５日

秩父市議会議長 髙 野 宏

内閣総理大臣 様

厚生労働大臣 様

衆議院議長 様

参議院議長 様



議員提出議案第４２号

北堀篤秩父市長に対する問責決議

秩父市議会会議規則第１４条の規定により、次のように提出します。

令和３年１２月１５日

提出者 秩父市議会議員 赤 岩 秀 文

同 江 田 徹

賛成者 秩父市議会議員 浅 海 忠

同 堀 口 義 正

同 土 谷 眞 一

同 宮 前 昌 美

秩父市議会議長 髙 野 宏 様



北堀篤秩父市長に対する問責決議

北堀市長は令和３年５月からの就任後、自身が選挙中に掲げたマニフェストについて、本

来であれば「マニフェストは公約」であるのにも関わらず、就任後「自身の“思い”によっ

て掲げたもの」との発言など、他にも軽率かつ地域の方々をも混乱させるような言動が繰り

返された。

由って、以下に主な事項を挙げる。

（１）第 75 回全国植樹祭誘致と副市長人事案に関するコミュニティ懇話会での発言について

令和３年 10 月 22 日に行なわれた「コミュニティ懇話会（市内町会長出席）」にて市長より、

「（第 75 回全国植樹祭誘致について）懸念があるとすれば、県が推薦した副市長人事案が議

会で否決されたので県の心象が良くないことです。」との発言があったが、副市長人事案は９

月定例会で市長自ら議案を取り下げており、事実と反する。

また本件に関して出席していた全町会長あてに「議会で否決された」という誤った発言に

対し、「市長自ら議案を取り下げた」という文言の「修正文書を早急に出す」との事であった

が、各議員への回答はあったものの（11 月 11 日付）各町会長への文書は 12 月 10 日付けで

ようやく発送されたということ。

なお、私たち市議会議員は、国土緑化運動の中心的な行事である「第 75 回全国植樹祭」誘

致に関し、秩父圏域全体の最優先事項の一つとして、北堀市長を始めとする４町首長、議員、

関係団体の皆さま方と歩調を合わせ、誘致活動に率先して協力体制づくりに邁進していると

ころである。

（２）ランドセル配布に関して

市内小学校入学児童に市からランドセルを無料配布する件では、令和３年６月定例会での

堀口議員からの一般質問において、「文教福祉委員会の皆さんと協議をさせていただき、また

手順を踏んで、また上程させていただきたいというふうに思っています。」と答弁をしている

にも関わらず、令和３年 12 月定例会で、令和４年度実施予定の「新入児童入学祝金」を一年

限りで止め、令和５年度のランドセルの無料配布（現物配布に限る）を決める議案が上程さ

れた。６月定例会一般質問での堀口議員への答弁と異なり、その間に文教福祉委員会とは一

度も協議が行なわれていないこと。

また、令和３年 12月定例会・文教福祉委員会においての審議案件であった議案「令和５年

度からのランドセル無料配布」の説明については市長マニフェストの内容であったため、市

長から直接説明を伺えればと議長名で定例会期中の文教福祉委員会への出席を要請したが、

在庁していたにも関わらず公務とのことで出席要請に応じなかった。

定例会期中の委員会への出席要請は当日ではなく前日に行なわれており、議会軽視と捉え

ざるを得ず、また議員に対しての説明責任を果たしていないこと。

（３）市長報酬 90％カットに関して

市長報酬 90％カットは市長が選挙戦から掲げていた政策であり、令和３年６月定例会で、



「秩父市長の給料の額の特例に関する条例」として可決されたので、条例により任期満了ま

でその効力があるはずだが、市本庁舎内のデジタルサイネージには既に実施中の事業として

「市長報酬 90％削減（コロナ禍収束まで）」との表示がなされている。

条例ではコロナ禍収束までというような期限は設けられていないのにも関わらず、市民の

方の目につく所に議会で承認されていない誤った条例を表示する事は議案を重要視せず、二

元代表制の議会軽視、議会を無視した対応と感じざるを得ないこと。

（４）一般国道 140 号秩父陸橋の平面化について

市長マニフェストによると、一般国道 140 号秩父陸橋は歴史的建造物や観光面でのメリッ

トがあるとし、秩父陸橋存続をマニフェストへの記載、および令和３年６月定例会でも陸橋

存続実現を示しており、市当局へも北堀市長は存続についての検討を始めるとの指示をした

と発言があった。

しかし、秩父陸橋は県の事業として既に平面化整備事業として進んできている経緯があり、

合わせて地元住民や企業への同意、市道整備を含めて計画を進める経緯がある。

令和３年 11 月１日に行われた、議員クラブ連絡会で市長は「去る、10 月 21 日に新井豪県

議会議員とともに、埼玉県の県土整備部長へ国道 140 号秩父陸橋の平面化について要望書を

提出させていただきました。」との発言があった。要望書の提出に至った経緯としては、地元

住民の平面化に対する強い要望があったとの事であった。

当初から県や地元住民、企業などと合意のうえで平面化を進めていた中で、陸橋存続を示

した後に、一転して平面化を進める方針転換は、議会のみならず県や地元住民、企業などへ

一時的にも混乱を招いたことは否めない。

以上の理由により秩父市議会は秩父市長北堀篤氏に対し、議会への不誠実さや行政のトッ

プとして責任感の欠如、また資質を疑う言動は、二元代表制の一翼を担う議会の存在意義を

問われかねないため、このような事態が繰り返されないよう猛省を促すものである。

以上、決議する。

令和３年１２月１５日

秩 父 市 議 会


